
                                  

１ 総社市行政不服審査会の結論 

総社市長が，平成３０年４月４日付けで行った，総社市情報公開条例（平成１７年総社

市条例第１１号。以下「条例」という。）第７条第５号の規定による情報公開不開示決定

は妥当である。よって，本件審査請求については，棄却されるべきである。 

 

２ 事案概要  

（１）審査請求人は，平成３０年３月２７日，条例第６条の規定に基づき，総社市長（以

下「実施機関」という。）に対して平成３０年２月総社市議会定例会の一般質問に対

する答弁書の開示請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

（２）実施機関は，平成３０年４月４日，本件請求に係る公文書について，条例第７条第

５号の規定により不開示決定（以下「本件処分」という。）を行った。 

(３) 審査請求人は，本件処分を不服として，平成３０年７月３日，実施機関に対し，行

政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づく審査請求（以下「本

件審査請求」という。）を提出した。 

(４) 実施機関は，条例第１７条の規定に基づき，平成３０年８月７日付け総第５９号に

より総社市行政不服審査会（以下「審査会」という。）に対して本件審査請求につい

て諮問した。 

 

３ 審査請求人の主張の要旨 

 審査請求人が，審査請求書等において主張している本件処分に対する意見は，次のよう

に要約される。 

（１）本件処分は，条例第１条及び第７条第５号に違反し，違法である。 

（２）不開示決定のため，審査請求人の知る権利が侵害されている。 

（３）他市において，答弁書は開示すべきという判例がある。 

（４）以上の理由により，本件処分の取消を求める。 

 

４ 実施機関の本件処分理由説明要旨 

本件処分については，条例第７条第５号に規定する「公にすることにより，率直な意見

の交換が不当に損なわれるおそれがあるもの」がその根拠であり，実態として本件請求に

係る公文書は検討，協議に関する文書であるため不開示としたものであって，その理由は

次のように要約される。 

（１）条例第７条各号のいずれかに該当する場合を除き，実施機関は公文書の開示義務を

負う。 

（２）答弁書は，議会の事前会議で使用する内部資料であり，協議した後も，答弁書の修

正等を行っていない。よって，答弁書に記載された内容と議会の答弁内容は大きく異

なる場合があり，意思決定前の意思形成過程の情報である。 



                                  

（３）答弁書を開示した場合，今後，担当部署の率直な意見を答弁書に反映することがで

きない。 

 

５ 審査会の判断理由 

審査会の判断理由は，次のとおりである。 

（１）条例第７条第５号該当性について 

   本件答弁書について実施機関は，条例第７条第５号が定める不開示情報のうち「市

の内部…における審議，検討又は協議に関する情報であって，公にすることにより率

直な意見の交換…が不当に損なわれるおそれ」があるものに該当すると主張する。こ

れについて検討する。 

  実施機関によれば，本件答弁書は，議会での答弁に先立つ会議で協議した後，修正

等を行っていないため，当初に作成したままの状態で保有されているものである。審

査会は，答弁書と議会議事録を照合し，答弁書と実際の答弁が大きく異なっているこ

とを確認した。 

すなわち，本件答弁書は，議会での答弁に先立つ内部の会議における協議資料とし

て取り扱われており，意思決定前の初期の資料であって，それが開示されると率直な

意見の交換に支障が生じるおそれがあると言える。 

以上のことから，本件答弁書は条例第７条第５号に該当する不開示情報が記録され

た公文書と認められる。 

(２) 結論  

以上の理由により，「１  総社市行政不服審査会の結論」のように判断する。  

 

６  審査会の経過等 

 (１) 審査会の経過 

年  月  日 審  査  の  経  過 

平成３０年 ８月 ７日 審査庁から諮問書及び事件記録等の受理 

平成３０年１１月１３日 

（第１回） 

・諮問の報告 

・審査請求人による口頭意見陳述 

・実施機関から事情聴取 

・審議 

平成３０年１２月１８日 

（第２回） 
・審議 

平成３１年 １月３０日 

（第３回） ・審議 

 

 

 

 



                                  

(２) 総社市行政不服審査会委員 

    会  長  西浦  公 

    副会長  平田  真也 

    委  員  寺尾 惠子 

    委  員  長沼 徹 

    委  員  松尾 一夫 

 

 

 

 

 

 


